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第 3章　水道事業の現状

３．１ 事業概要

※ 職員数は管理者を除く。
※ （１７）供給単価の（）内は水道料金免除措置がなかった場合の単価
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　本市の給水人口の過去１０年間の推移は、横ばいから減少傾向にあります。給水量は、

給水件数が伸びているものの増減を繰り返していますが、令和２年度に給水量が増加

した要因は新型コロナウイルス対策として外出自粛・在宅時間の増えたことによるもの

と思われます。

　今後も給水量は、企業の景気に伴う水需要の変動や気候変動により水道水利用の増

減が影響するものの、節水意識の向上による節水機器の普及等によって生活用水は減

少するものと考えられます。

　以下は、平成２６年度から令和５年度までの給水人口と年間給水量の推移及び一日

平均給水量と一日最大給水量の推移並びに給水件数をグラフにて表示しております。

３．２ 水需要の状況

給水人口と年間給水量
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一日最大給水量・一日平均給水量

給水件数
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　本市の水源は、北千葉広域水道企業団からの受水と自己水源（江戸川表流水及び地下

水からの取水）の３系統で賄っております。なお、上花輪浄水場は令和９年度までに

取水管を撤去予定のため、その後は２系統となります。

　全体の給水量に対し自己水の割合が減少しているのは、浄水コストと受水費を比較

した上で、安価な受水に切り替えているためです。

３．３ 水源の利用状況

水源別取水量

北千葉広域水道企業団の水源及び取水・浄水能力の推移

※ ★1 八ッ場ダムは令和２年度稼働 ★2 思川開発は令和９年度稼働予定
※ 上花輪浄水場の浄水量は、10,900 ㎥ / 日、東金野井浄水場の浄水量は、2,000 ㎥ / 日、中根配水場
の新設井戸浄水量は、1,100 ㎥ / 日

※ 令和５年度一日平均給水量は、41,720 ㎥ / 日、一日最大給水量は、45,159 ㎥ / 日
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　本市における水質検査は、原水３か所（表流水・地下水・非常用井戸）、浄水５か所（各

施設の末端）で実施し、水質検査計画及び水質検査結果はホームページで公表しており、

水質基準に関する省令で規定されている水道水質基準を十分に満たしております。

　水質の安全性向上には、国の基準で定めている水質基準項目、浄水５１項目検査（年

４回実施）及び２５項目検査（年８回実施）以外に、本市独自の検査として、表流水の

原水に対する３９項目検査（毎月実施）、地下水の原水に対する３７項目検査（毎月実施）、

非常用井戸の原水に対する３７項目検査（年４回実施）を行い、水源の原水について監

視を行っております。

　さらに、水質管理目標設定項目として浄水２３項目検査（年２回実施）、表流水の原

水１５項目検査（年２回実施）と農薬類に対する１１５項目検査（年２回実施）、地下水

の原水２０項目検査（年１回実施）と農薬類に対する１１５項目検査（年２回実施）、非

常用井戸の原水２０項目検査（年１回実施）と農薬類に対する１１５項目検査（年１回

実施）を実施しております。なお、検査項目には、有機フッ素化合物の一種（PFOS・

PFOA）が含まれており国の水質管理の暫定目標値を大幅に下回っております。

　この取組により、高いレベルの安全性を確保しております。

　水質検査以外の水質管理については、水源から蛇口に至るまでの包括的な水質管理

手法である水安全計画を平成２８年度に上花輪浄水場及び東金野井浄水場ごとに作成

し、その運用を行っております。

　また、水質劣化の要因の一つは、管路内での長時間滞留による水質劣化が想定され

ることから、配水管をループ化する工事を実施しております。

　このほか、給水末端での水質監視の強化や水質維持のための排泥栓からの捨水作業

及び配水管内の鉄錆等の汚れを除去するための洗管作業に取り組んでおり、より一層

高いレベルの水質を確保しております。

３．４ 水質管理の状況
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（１）応援協定

　本市における災害対策については、水道関係団体による応援活動の展開として、県

内の水道事業体及び日本水道協会と相互応援協定による応急復旧資機材の提供が受け

られる体制となっております。

　さらに、流山市とは緊急時における連絡管が整備済みであり、緊急応援給水に関す

る協定を締結し万全を期しております。

　また、市管工事組合及び民間事業者とのレンタル機材の提供協定により、災害時に

必要な資材等は確保できることになっております。

３．５ 災害対策の状況

災害時応援協定一覧表（自治体等公共団体）
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災害時応援協定一覧表（民間事業者）

情報提供
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（２）給水活動用備蓄資機材一覧
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※ 自家発電設備（非常用）は、配水能力最大連続運転で８時間稼働可能　　　　　　　　　　　　　　
なお、災害協定を締結している千葉県石油協同組合野田支部より燃料の供給を受け補給することによ
り連続運転が可能（施設を稼働させる油種は、A 重油から入手しやすい軽油で稼働できるよう順次施
設の転換を図っています。）

※ 各配水池から遮断弁で閉じられた水を給水車等に供給可能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中根配水場は地上式配水池のため落差で供給可能、それ以外は水中ポンプでくみ上げて供給可能

（３）合計貯水量における給水耐用時間

緊急遮断弁作動時の確保水量（使用可能貯水量）
　本市配水池 21,412 ㎥ ＋ 北千葉貯水槽 12,000 ㎥ ＝ 33,412 ㎥

一日平均給水量
　令和５年度決算値 41,720 ㎥

　（過去１０年の一日平均給水量の最大値は令和２年の41,740 ㎥）

１時間当たりの給水量
　一日平均給水量 41,720 ㎥ ÷ 24 時間 ＝ 1,738.33 ㎥ /時間

使用可能貯水量の供給可能時間
　使用可能貯水量 33,412 ㎥ ÷ １時間当たりの給水量 1,738.33 ㎥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝ 19 時間 13 分

したがって、通常使用で供給できる最大時間は１９時間１３分です。
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※耐震性 　平成２３年度に実施した簡易耐震診断による診断においては、耐震性を「高」・「中」・「低」
に区分して判定し、耐震性の「高・中・低」と被災確率・被害程度の関係は、「耐震性が低い」
ほど「被災する確率は高く」かつ「被害の程度も大きい」となります。

（１）施設の耐震化状況

３．６ 耐震化の状況
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※ 導水・送水・配水管についての耐震化への取組は、「（1）施設の耐震化状況」を参照

（２）管路耐震管率
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※ 管理者を除く。
※ 令和５年度は資本勘定職員に再任用職員１人、損益勘定職員に再任用職員１人会計年度任用職員１人
含む。

（１）組織体制

　本市の水道事業の組織体制（令和６年３月３１日現在）は、２課６係の職員数２７人

で構成されております。その内訳は、下表のとおりです。

３．７ 事業の運営状況
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（２）収入状況

① 年間有収水量と給水収益

　平成２６年度から令和５年度までの年間有収水量と給水収益の推移をグラフにて表

示しております。なお、緑色の折線グラフは基本料金免除措置がなかった場合を表し

ております。

　給水収益については、令和２年度から令和５年度までは新型コロナウイルス感染症

の拡大及び物価高騰に伴う経済負担の軽減対策として、基本料金の全額免除（２か月～

４か月）を実施したことにより給水収益（赤色）が下がりました。

【用途別使用水量】
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　免除措置がなかった場合では、令和２年度と令和３年度が増加しております。これは、

外出自粛により在宅時間が増加し家庭用の有収水量が一時的に上昇したことによりま

すが、令和４年度以降の給水収益及び家庭用有収水量の動向は、感染状況の沈静化に

伴い外出機会が増え在宅時間が減るとともに令和５年度には第５類に移行したこと、

また節水機器の普及や単身・高齢者世帯の増加により水需要は減少傾向となっており今

後もこの傾向は変わらないと思われます。

　なお、工場用については、平成２９年度までは景気回復基調により水需要が増加し

たと考えられますが、平成３０年度から令和元年度において、大口需要者の市外転出

や地下水併用等により減少に転じ、その後は新型コロナウイルス感染症の影響による

社会経済活動の低迷や節水機器の普及により水需要は減少傾向となっております。
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【口径別給水申込件数】

② 給水申込件数と給水申込納付金

　平成２６年度から令和５年度までの給水申込件数と給水申込納付金の推移をグラフ

にて表示しております。

　毎年の給水申込件数及びそれに伴う給水申込納付金は、宅地開発による戸建住宅や

アパート建設による水道メーター口径１３㎜及び２０㎜が大半を占めております。
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【収益的支出における目的別費用】

（３）財政状況

　収益的収支と純利益

　平成２６年度から令和５年度までの収益的収支と純利益の推移をグラフにて表示し

ております。
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　平成２７年度の純利益が減少した主な要因は、施設修繕によるものです。施設修繕

は毎事業年度の必要な修繕費の額が一定とならず、当該年度の費用が増加したことに

よるものです。

　令和２年度と令和３年度の純利益が増加した主な要因は、新型コロナウイルス感染

症の影響による外出自粛により、在宅時間が増加し家庭用の有収水量が一時的に上昇

したことなどによるものです。

　令和４年度から令和５年度にかけては、有収水量が減少していますが給水申込金が

増加していることから収益的収入も増加しています。また、物価高騰による施設の維

持管理に要する委託料等の高騰により、収益的支出も増加傾向にあります。

　なお、収益的収入には長期前受金戻入が含まれておりますが、現金収入を伴わない

利益となりますので純利益からは除いて表示しております。

※ 長期前受金戻入とは
    固定資産（償却資産）の取得又は改良に伴い交付された補助金、一般会計負担金等については、「長
期前受金」として計上し、減価償却見合い分を順次収益化するものです。
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資本的支出（投資額）

資本的支出（投資額）に対する補塡財源の内訳

（４）投資額と補塡財源

　平成２６年度から令和５年度までの資本的支出（投資額）とそれに対する補塡財源額

及び損益勘定留保資金の推移をグラフにて表示しております。
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損益勘定留保資金

　平成２６年度から資本的支出額が増加した要因としましては、当該年度から老朽管

の更新工事の取組について更新スピードを上げたこと及び配水管が未整備（市道に布設

されていない場合）であり、給水接続を要望する方に対し待機期間の短縮（待機者ゼロ）

を図る取組を実施したことによるものです。

　施設設備工事費につきまして令和２年度が大きく増加したのは、水道施設管理棟（お

客様センター）建設事業新築工事によるものです。

　また、令和４年度の施設設備工事費の減少、令和５年度の増加については、令和４

年度からの約２億円の工事費繰越によるものです。
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（５）企業債の償還状況

企業債（元金）年度別定期償還額及び年度末残高

※ 令和６年度からの借入分年度末残高は、中根配水場浄水施設建設事業及び上花輪浄水場再構築等建設
事業による企業債借入予定額です。
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有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

（６）固定資産の状況

※ 出資先は、地方公営企業等金融機構
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※ 基本料金は１か月分
※ 平成２１年度の水道料金値下げは北千葉広域水道企業団の受水費の値下げによるもの

（７）水道料金の推移
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（８）給水人口一人当たりの配水管延長比較

　本市は、近隣市に比べ給水人口１人当たりの管延長が長いため、維持管理等に必要

な費用も必然的に多くなります。

　表中の給水区域面積、給水人口及び行政区域内人口は「令和４年度市町村公営企業決算カード」のデー
タを、管延長及び一人当たりの管延長は「令和４年度千葉県の水道」のデータを、行政区域面積は「令
和４年度市町村普通会計決算カード」のデータを使用
※1 管延長は、導水管・送水管・配水管の総延長です。
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（１）民間活用に関する事項

① 野田市水道部お客様センター

　水道メーター検針等の業務については、民間活力を効果的に活用し事務事業の効率

化を図るため、平成9 年４月から民間事業者への業務委託を開始しております。

　平成１９年１月からは、更なる業務の効率化を図るため、民間のノウハウを活用し

た検針・開閉栓・水道料金収納及び相談窓口等の業務を包括的に対応できる「野田市水

道部お客様センター」を開設し、利便性及びサービスの向上を図っております。

　平成２４年度からは、５か年の複数年契約を取り入れ民間委託を実施しております。

　令和４年度からは、料金徴収業務委託に埋設管照会・給水工事申請受付等の給水装置

管理業務を加えたワンストップサービスを実施しております。

　水道料金等関連業務の包括委託により、お客様サービスの向上と収納率の向上が確

実に図られております。

３．８ 経営健全化の取組

【業務内容と委託期間】
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② 水道施設運転管理業務
　水道施設の運転管理等については、水質及び施設維持管理等の業務の効率化を図る
ため、平成１４年４月から民間事業者への業務委託を開始しております。
　しかし、平成２３年度までは単年契約としての業務委託形態であったため、民間事
業者にとっては業務を遂行するに当たり、業務内容の工夫・改善の余地が限られており
ました。
　このようなことから、平成２４年度からは施設運転管理や保守点検業務、水質管理
等の包括的な業務について、民間のノウハウが最大限発揮できるよう５か年の複数年
契約を取り入れ、より効果的な事業運営に取り組んでおります。

（２）職員定数に関する事項
　平成１５年６月の合併により、水道部の組織体制は２課７係３６人となりました。
その後、民間活力を活用した水道料金等関連業務包括委託等により効率的な業務運営
としたことで、平成２５年度には人員を２８人まで削減することができました。さらに、
平成２６年度には組織の統廃合を行い、２課６係・定数２７人の組織体制で水道業務を
遂行しております。
　平成３１年４月１日には、野田市職員定数条例の一部改正により水道企業事務局職
員定数は２８人となっております。
　なお、令和４年度からは給水装置管理業務をお客様センターに委託したことにより
正規職員を２人削減し会計年度任用職員を１人補充しております。
　今後も引き続き民間活力の有効活用やお客様センターとの連携強化等により、必要
最小限の職員数で効率的な経営が可能な組織体制の確立に向け取り組みます。

（３）水道施設の休止に関する事項
　関宿台町浄水場については、将来の施設維持管理において、当浄水場を休止し桐ケ
作配水場からの給水とすることが最も効率的であることから、平成１８年度に関宿台
町浄水場を経由しない連絡管の整備を行いました。
　これにより、桐ケ作配水場からの配水でも関宿台町浄水場の給水エリアをカバーでき、
当浄水場を休止した場合の問題点について改善が図られる見通しとなったことから、
平成１９年１２月に関宿台町浄水場を休止し、経営の健全化に取り組んでおります。
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